
 

 

島本町教育委員会 会議録（平成２９年第６回 定例会） 

日 時 
平成２９年５月２５日（木） 

 午後１時３０分 ～ 午後１時５０分 

場 所 島本町役場 住民委員会室 

出 席 者 岡本教育長、中川委員、髙岡委員 

川畑次長 

（教育総務課）三浦課長、森山主査、中谷 

（教育推進課）川口課長 

（子育て支援課）齊藤課長 

（生涯学習課）南田課長、大柴主幹、浦上参事 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者 藤田委員、西山委員 

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第２０号議案 島本町立小・中学校結核対策委員会委員の委嘱について 

第２１号議案 島本町スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について 

第 ８ 号報告 事務局職員人事の臨時代理について 

議 決 事 項 第２０号議案、第２１号議案 

教 育 長 の 

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

教育長       本日、藤田委員及び西山委員から、島本町教育委員会会議規則第３

条第３項の規定に基づき、欠席する旨の届出がありましたので、出席

者は３名です。 

          定足数を満たしておりますので、平成２９年第６回教育委員会定例

会を開会いたします。 

        お諮りします。会議録署名委員は島本町教育委員会会議規則第１７

条の規定により、髙岡委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、会議録署名委員は、髙岡委員

に決定いたしました。 

          よろしくお願いいたします。 

       第２０号議案「島本町立小・中学校結核対策委員会委員の委嘱につ

いて」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    島本町立小・中学校結核対策委員会につきましては、町立小・中学

校における結核対策の充実を図るために設置する機関です。 

主に、町立小・中学校における結核健診の実施状況及び結果を把握

し、精密検査の対象となる児童・生徒の管理方針を検討しています。 

今回、平成２９年度の精密検査の対象となる児童・生徒の選定にあ

たりまして、会議を開催する必要があることから委員の委嘱につきま

してご審議をお願いするものです。 

委員の構成につきましては、島本町立小・中学校結核対策委員会規

則第２条に規定しております。 

結核の専門家又は呼吸器系疾患の医師としまして栗山隆信医師を、

町立小・中学校の学校医又は高槻市医師会が推薦する者としまして中

小路隆裕医師を高槻市医師会から推薦いただきました。   

また、大阪府茨木保健所の長又は長が推薦する者としまして狭間礼

子参事兼地域保健課長を茨木保健所から推薦いただきました。 

町立小・中学校長としましては第四小学校の堀田校長が、町立小・

中学校の養護教諭としましては第一中学校の畑教諭が今年度の担当と

なっております。 

任期につきましては、島本町立小・中学校結核対策委員会規則第３

条に規定しており、平成３０年３月３１日までです。 



 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

委員        平成２８年度、実際に対象となる児童及び生徒について対策を要す

る案件はあったのでしょうか。 

教育総務課長    要精密検査が小・中計２７名でそのうちＸ線撮影が小学校３名、中

学校３名の計６名いましたが、いずれも結核該当者ではありませんで

した。 

委員        平成２８年度の委員５名から変更はありましたか。 

          また、平成２８年度の会議開催日数を教えてください。 

教育総務課長    栗山委員、中小路委員及び挟間委員については変更ありません。 

          町立小・中学校長は平成２８年度は第三小学校の加藤校長でした。 

          町立小・中学校の養護教諭は平成２８年度は第四小学校の米盛養護

教諭でした。 

          また、平成２８年度は６月１３日に１回開催しています。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

       第２１号議案「島本町スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    平成２９年５月３１日付けでスポーツ推進委員の谷奥博美氏を解嘱

する予定としています。 

          谷奥氏については、お仕事の都合などにより会議やニュースポーツ

普及指導をはじめとする活動への参加可能な機会が減少してきたこと

から、この度辞任のお申出をいただいたものです。 

          また、平成２９年６月１日付けで柿本祥平氏を委嘱する予定として



 

います。 

          柿本氏については、現在２２歳でこの４月から社会人になられまし

た。 

          主なスポーツ関係の略歴ですが、幼稚園の頃から現在の天王山ラグ

ビースクールの前身である体育協会所属の島本ラグビースクールに加

入され、高校までラグビーを続けられました。 

          小学校１年生から６年生まで水泳を習い、中学校の部活動では卓球

部に所属されていました。 

          最近では、２年前から体育協会所属のスリータッチボール協会に加

入され、活動されています。 

          また、夜間ウォーキング、町民スポーツ祭、しまもとミニマラソン、

スポーツレクリエーション祭といった各種スポーツイベントにボラン

ティアとして参加、協力されています。 

          スポーツ関係以外でも平成２６年度の成人祭実行委員として当日の

司会も務められるなど、積極的に地域に貢献されてきた方です。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（質疑なし） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

委員        若い方に入っていただけて良かったと思っています。 

          是非頑張っていただきたいと思います。 

教育長       他にございませんか。  

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

        お諮りします。 

          第８号報告につきましては、人事案件でございますので、教育委員

会会議規則第１５条の規定により、秘密会とすることでよろしいでし



 

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、秘密会とすることに決しまし

た。 

（傍聴者・一部事務局職員退室） 

教育長       休憩前に引き続き、会議を開きます。 

第８号報告「事務局職員人事の臨時代理について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

子育て支援課長   ［事務局職員人事の臨時代理について説明］ 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

（質疑応答内容非公開） 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

          この際、暫時休憩いたします。 

（一部事務局職員入室） 

教育長       休憩前に引き続き、会議を開きます。 

        以上をもちまして、本日の議事は全て議了いたしました。 

これをもちまして、平成２９年第６回教育委員会定例会を閉会いた

します。 


